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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２２年１２月９日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚（定置網） 

発生日時 平成２１年９月６日（日） １６時２０分ごろ 

発生場所 神奈川県藤沢市江ノ島南方沖 江ノ島灯台から真方位１３６°２,８０

０ｍ付近 

（概位 北緯３５°１６.９′ 東経１３９°３０.０′） 

事故調査の経過 

 

平成２１年９月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

モーターボート mercury
マーキュリー

、１２トン 

２５０－５２２３０東京、株式会社マーキュリー 

１０.７４ｍ（Lr）×３.７８ｍ×２.１６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、３９７kＷ、平成１８年６月 

乗組員等に関する情報 船長 男性 ３６歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成１９年４月５日 

  免許証交付日 平成１９年４月６日 

         （平成２４年４月５日まで有効） 

死傷者等 なし 

損傷 本船：両舷プロペラ翼曲損、両舷プロペラ軸曲損、右舷プロペラ軸ブラ

ケット曲損、右舷軸シール破損、右舷機減速機歯車・緩衝継手破

損 

定置網：側張綱破損（総延長３００ｍ）、掛出ワイヤロープの被覆・連結

部破損、掛出網破損、土俵綱破損、ボンデン（中、小）破損 

 事故の経過 

 

 本船は、船長ほか４人が乗船して相模湾内をクルージング中、平成２

１年９月６日１６時２０分ごろ江ノ島南方沖の定置網（以下「本件定置

網」という。）に進入して乗り揚げ、自航不能となった。 

船長は、マリーナに救助を要請し、その後、本件定置網所有者の立ち

会いの下、来援した救助艇によって本件定置網の外に引き出され、マリ

ーナにえい
・ ・

航された。 

気象・海象 気象：天気 晴、風向 東、風力 ３、気温 約２８.８℃      

海象：有義波高 約１.５３ｍ 

その他の事項 

 

本船は、船体中央部にキャビンが、後部デッキ下に機関室が、キャビ

ン上部にアッパーブリッジが配置されていた。 

主機とプロペラは、２機２軸の配置で、プロペラ軸を支えるシャフト

ブラケットの下部が、防護フィンとして延びる構造であった。 
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 本件定置網は、その概略位置がヨット・モーターボート用参考図など

に記載されていた。 

本船を上架したところ、側綱の一部がプロペラ軸に絡んでいた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

不明 

不明 

本船は、江ノ島南方沖においてクルージング

中、本件定置網に進入して乗り揚げたものと考

えられる。 

本船のプロペラ翼、プロペラ軸、右舷機の減

速機及びプロペラ軸シール並びに本件定置網の

掛出ワイヤロープの損傷状況から、船長は、本

件定置網の存在に気付いていなかった可能性が

あると考えられる。 

本船が本件定置網に進入して乗り揚げた状況

については、船長から情報が十分に得られなか

ったことから、その状況を明らかにすることは

できなかった。 

原因 本事故は、本船が、江ノ島南方沖においてクルージング中、船長が本

件定置網の存在に気付かなかったため、同定置網に進入して乗り揚げた

ことにより発生した可能性があると考えられる。 

 




